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 三ヶ日デイサービス  重要事項説明書 

作成日 令和 6 年 ４月 １日 

１．事業主体概要 

事業主体名      オハナ 

法人の種類 株式会社 

代表者名 代表取締役  鈴木 市三 

所在地 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑３６６４―２１ 

資本金（出捐金） １，０００万円 

法人の理念 
介護保険に関わる様々な支援サービス提供を実施し、高齢社会の中で地域のニ

ーズに応えられるよう事業展開します。 

介護保険関連の事業 
・（介護予防含む）認知症対応型共同生活介護       

・（通所型サービス含む）通所介護 

 

２．事業所概要 

事業所名 三ケ日デイサービス  指定通所介護事業所    

事業所の目的 

(株)オハナが開設する「三ケ日デイサービス」が行う通所介護事業・第一号通所事

業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の職

員が要介護・要支援状態にある高齢者に対し利用サービスを提供することを目的と

する。 

事業所の運営方針 

事業所の通所介護・第一号通所事業の従業者は、状態の心身の特性を踏まえて、そ

の利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持

並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世

話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行なう 

事業所の責任者  外山政揮 

開設年月日 平成１７年１１月１日指定 

保険事業者指定番号 静岡県 2277102899 号 

所在地、電話・FA 番号 
静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑２９５１－１ 

０５３－５２６－２９５１ 

利用定員 ２５人（第一号通所事業含む） 

建物概要（権利関係）  構造：鉄構造  延床面積：  １９８．６３㎡（６０．１９坪） 

第三者による評価の実施状況 実施なし 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 浜松市北区、湖西市内一部   （２）営業日及び営業時間 

 

営業日 

月～土 ※１２/３１～１/３を除く。 

台風などの自然災害の発生により送迎の安全を確保する事が難しい時、及び新型コ

ロナウイルス感染症等の発生時は、臨時休業とする場合がある 

受付時間 月～土   ８時 0０分～１7 時 45 分  

サービス提供時間 月～土   ９時 0０分～１６時 1５分  

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して通所介護・第一号通所事業を提供する職員として、以下の職種の職員を配置 

（２）職員配置状況《 令和４年４月１日付 》 

職種 勤務形態／配置人数 職種 勤務形態／配置人数 

看護師・准看護師 2 人以上 生活相談員 ３人以上 

機能訓練指導員 ２名以上 介護職員 ５名以上 

 

5．非常災害時の対応 

非常時の対応 別途定める「消防計画」及び「BCP の作成」により対応します。 

防火管理者 管理者  外山 政揮 

防災訓練 年２回防災訓練を実施します。尚、訓練を行うに当たり、地域住民の参加が得られるよう連携に

努めるとともに、地域で実施される防災訓練等へ参加する等、地域との連携を重視します。 

防災設備 自動火災通報装置、非常時通報装置、消火栓、消火器など 
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6．虐待の防止 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針の整備、研修及び訓練の実施等、必要な措置 

を講じます。 

 

7．緊急時対応 

 ご利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかにご家族及び担当ケアマネジャーに連絡します。ご家

族及び担当ケアマネジャーへの連絡が困難な場合は、緊急搬送などの必要な措置をとります。また、事故発生時にはご利

用者のご家族、市町村に対して連絡を行うなどの必要な措置を行い、賠償すべき事故が発生したときには、速やかに損害

賠償を行います。 

 

8．送迎時における対応 

■一人暮らしの方、若しくは送迎時にお一人になる時間が確実な方につきまして、 

（１）いつもの様子と違う場合。（鍵が掛かっている、外から呼びかけても返答がないなど） 

→いつもと違う様子が見受けられた時は、その時点で御家族様（担当ケアマネ）に連絡を入れます。ご家族様が遠方 

若しくは、仕事の都合で直ぐに駆けつけられない事も予測されますが、到着を待つことはせず、次のご利用者様宅 

や施設へ向かいます（連絡が繋がらない時も同様です）。 

（２）玄関は開いているが、玄関先から呼びかけても返答がない場合。（体調を崩された事により、万が一、意識消失等 

事態に陥っているかもしれない場合。） 

→玄関より呼びかけに反応がなくても、玄関より上がって室内を確認することは致しません。その際も、御家族様（担 

当ケアマネ）に連絡は入れ、状況を説明いたします。 

このように、送迎時において通常外の事が起きた場合は、他利用者様の安全確保のための対応をとらせて頂きます。 

御理解の程よろしくお願い致します。 

 

9．サービス提供における事業者の義務（契約書第 9 条、第 10 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①  契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。  

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、看護職員と連携のうえ、ご契約者から聴取、確認

します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の

請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

④事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族

等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義務）  

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提

供します。また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同

意を得ます。 

 

10．サービスの利用に関する留意事項 

（１）施設・設備の使用上の注意（契約書第 11 条参照） 

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚したりした場合には、 

ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできません。 

（２）喫煙に関しては、事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

（３）金品等の受領について、施設に対してのお礼や、職員個人へのお礼等、金品や贈答品などは一切受け取れません。 

（４）利用者は、サービスの利用にあたっては、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を職員に連絡

し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。 

（５）同居家族がインフルエンザやノロウイルス等に感染されている場合、既に本人も保菌している事があります。 

本人に症状がなくても、その場合は利用を中止して頂く形をとっていますので、必ずご報告して下さい。 

その後の利用に関しては、改めてお伝えしますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

（６）台風や積雪による営業中止について。 

 台風による暴風警報発令時には、送迎に危険が生じると判断し、営業を行いません。あらかじめ、前日に判断が付け

ば、その時点でご連絡させて頂きます。しかし、前日では判断が付かず、当日の状況を見てご連絡する場合もありま

す。目安としては、午前７時３０分の時点で暴風警報が出ていれば営業中止と致します。 

 また、積雪の場合ですが、こちらも当日の７時３０分頃には、道路状況を鑑み、営業中止と判断いたします。 

 どちらも、当日という事で大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。 
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11．当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

①日常生活上の援助、介護サービス   ②健康状態の確認    ③送迎に係るサービス 

④入浴サービス            ⑤食事サービス     ⑥介護方法の指導(介護教室など)   

⑦相談、助言に関すること       ⑧排泄の介護 

⑨利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する 

利用者及びその家族の日常生活における身上、介護等に関する相談及び助言を行う。 

<サービス利用料金（１回あたり）> 

   別表の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己

負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。

要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス

計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に

変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

（２）利用料金のお支払い方法 

利用料金のお支払いは、サービス利用後に、毎月２５日までに前月分の請求書を発行させていただき、ご契約者の指

定する口座より自動引落しとさせて頂きます。手続き中は、翌月分と合算請求させて頂きます。 

（３）利用の中止、変更、追加 

利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利

用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に申し出てください。サービス利

用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、

他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

 

利用料金表【介護保険（自己負担分）】 

※体調不良等により、２時間以上３時間未満の利用は４時間以上５時間未満の 70/100 単位です。 

 

【加算料金】 

※利用料金は介護度別単位数に 

【入浴加算     40 単位】 【サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 単位】 

【介護職員等処遇改善加算Ⅰ※2】  

を加え、地域単価（浜松市 7 等級地 10.14）を乗じた額の 1 割の金額になります。但し、一定以上所得者の場合は負

担割合に応じます。 

 

【要支援者料金】 

・要支援１、事業対象者（週１回利用を基本とする） 1,798 単位／月 

・要支援２（週２回利用を基本とする） 3,621 単位／月 

サービス提供体制強化加算Ⅰ 要支援 1、事業対象者 88 単位／月 

要支援 2 176 単位／月 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 要支援 1／要支援 2／事業対象者 総利用単位数×9.2％ ※2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7 時間以上８時間未満 ６時間以上 7 時間未満 ５時間以上６時間未満 ４時間以上５時間未満 

要介護１  658 単位／日  584 単位／日  570 単位／日 388 単位／日 

要介護２  777 単位／日  689 単位／日  673 単位／日 444 単位／日 

要介護３  900 単位／日  796 単位／日  777 単位／日 502 単位／日 

要介護４ 1,023 単位／日  901 単位／日  880 単位／日 560 単位／日 

要介護５ 1,148 単位／日  1008 単位／日  984 単位／日 617 単位／日 

入浴加算（Ⅰ） 40 単位／日 サービス提供体制強化加算Ⅰ 22 単位／回 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 総利用単位数×9.2％ ※2   
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【その他（自費負担料金）】 

食事代（昼夕食） 

特別食（糖尿等） 

７00 円／回 

８00 円／回（特食） 

リネン代（バスタオルや衣類等） 

マスク代（持参を忘れた場合） 

５０円／回 

３０円／枚 

おやつ代 100 円／回 非該当者 1,8４0 円／日 

尿取パット,紙おむつ、 

リハビリパンツ 

30 円,100 円, 

150 円／各１枚 
追加利用料金（支援１） 1,8４0 円／日 

レクリエーション 

材料費等 

必要時は都度文書に

て通知いたします 
追加利用料金（支援２） 2,５00 円／日 

※3）昼食を発注する関係から、食材料費（昼食代：700 円、おやつ代：100 円）をキャンセル料として徴収します。7

（当日ＡＭ：８時３０分までに連絡がなかった場合）ただし、悪天候（台風や大雪等）により、送迎に危険が生じると判

断し、利用中止した場合は発生しないものとします。 

 

★お試し利用料（食事・おやつ代）８00 円のご負担をお願い致します。当日、事務所にて精算し領収書を発行致します。 

 

【延長サービス利用料】 

※サービス提供時間外において、ご家族様の依頼がある場合のみ、延長料金を請求します。 

※7：30～8：30 の間、19：00 以降の対応に関しての送迎は対応していません。ご家族様での送迎をお願い致します。 

■以上の説明書の証として本書を２通作成し、利用者及び事業所は署名･押印の上、各自その１通を保有します。 

 

1２．苦情相談機関 

ホーム苦情相談窓口 

担当者氏名：外山 政揮 （介護福祉士） 

○受付時間 毎週月曜日～土曜日 （年末年始を除く）８：３０～１８：３０ 

TEL/FAX （０５３）―５２６―２９５１ 

外部苦情申立て機関 

（連絡先電話番号） 

・浜松市役所 介護保険課  窓口（８:３０～１７:１５） 

ＴＥＬ（０５３）－４５７－２８７５   ＦＡＸ （０５３）－４５０－００８４ 

・静岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課  窓口（９:００～１７:００） 

 苦情専用の電話番号 （０５４）－２５３－５５９０ 

・湖西市役所 長寿介護課  窓口（８:３０～１７:１５） 

ＴＥＬ（０５３）－５７６－１２１２   ＦＡＸ （０５３）－５７６－１２２０ 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

利用者   （住所） 

 

（氏名）                            印 

 

         代筆者   （住所） 

 

（氏名）                                （続柄      ） 印  

（代筆理由） 

 

         身元引受人 （住所） 

 

（氏名）                 （続柄      ） 印  

 

事業者   （所在地） 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑 3664―21 

               （名称）  株式会社 オハナ  代表取締役    鈴木 市三  印 

         事業所   （所在地） 静岡県浜松市浜名区三ヶ日町都筑 2951－1 

（名称）  三ヶ日デイサービス  管理者     外山 政揮  印 

対応可能時間 延長料金 

7：30 ～  9：30 
30 分につき 500 円（15 分は 250 円） 

16：45 ～ 19：30 


